熊谷市立商工会館 ご利用者様へのお願い
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1. 会館利用時間は
　　午前の部　　 9：00～12：00
　　午後の部　　13：00～17：00
　　夜間の部　　18：00～22：00　　
＊原則、準備片付けの時間も含まれています。
2. 利用許可を受けた主催者は「使用前」に、平日は１階事務所にて受付、
平日夜間と休日は警備室へ連絡してください。
その際、「利用許可書」を必ずご提示ください。
3. 主催者は「終了後」、机・椅子など原状復帰し、冷暖房・照明ｽｲｯﾁなど電源を切って下さい。
4. ごみ類はお持ち帰り願います。館内の張り紙はご遠慮願います。
5. キャンセル・変更が出来るのは利用日１週間前までです。
注意! 利用日１週間前までにご入金がない場合は、連絡することなく予約を取り消し、他の団体への貸与をすることがあります。キャンセルの返金対応には、許可書と領収書が必須となります。
６.寄付金の募集、物品の販売は出来ません。隣室に支障がある場合（楽器の演奏など）は、利用できません。＊ 営利を伴う金銭授受、適切な音量を超える場合は不可です。
７.駐車場は市役所の駐車場をご利用ください。土日祝日にご利用の際は、駐車場に出入口にご注意下さい。
８.広報・周知等の場所の表記は、「熊谷市立商工会館」でお願いします。＊ 商工会議所ではありませんのでご注意を！

【重要なお知らせ】
当施設の建物は旧耐震基準で建築されたものであり、現行耐震基準を満たしていません。ご利用にあたっては、地震等の発生時に備え、避難経路や非常口をご確認のうえ、安全確保にご留意ください。[image: ]

· ご利用中に地震が発生した場合は、
① 頭を守り、落下物から身を守ってください。
② 揺れがおさまったら、非常口から速やかに避難してください。
③ 職員・スタッフの指示に従ってください。
安心・快適で、実り多い会合になりますように・・・　　　　　　　熊谷市
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